
相
談

法
務
局
休
日
相
談
所

■
開
催
　
10
月
２
日
（
日
）

■
場
所　

鹿
児
島
地
方
法
務
局

　
　
　
　

鹿
屋
支
局
４
階
会
議
室

■
相
談
料　

無
料

■
内
容　

登
記
、
戸
籍
、
公
証
な
ど

■
相
談
員　

　

法
務
局
職
員
、公
証
人
、司
法
書
士
、

　

土
地
家
屋
調
査
士
、
人
権
擁
譲
委
員

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
鹿
児
島
地
方
法

鹿
屋
支
局
総
務
課
☎
43

－

6
7
9
0

垂
水
市
就
学
教
育
相
談

■
開
催　

10
月
19
日
（
水
）

■
時
間
　
午
後
２
時

■
場
所　

垂
水
市
民
館

■
内
容
　
養
育
や
教
育
、
就
学
、
お
子

さ
ま
に
関
す
る
悩
み
や
不
安
な
ど

■
対
象　

市
内
小
学
校
入
学
予
定
児
、

小
・
中
学
校
の
児
童
生
徒
・
保
護
者

■
申
込
期
限　

10
月
12
日
（
水
）

■
申
込
方
法
　
現
在
通
っ
て
い
る
幼

稚
園
や
保
育
園
、
小
・
中
学
校
、
教

育
委
員
会
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
学
校
教
育
課
学

校
教
育
係
☎
32

－

7
2
1
3

福
祉

大
隅
地
域

介
護
職
就
職
面
談
会

■
開
催
　
９
月
15
日
（
木
）

■
時
間　

午
後
１
時
～
午
後
４
時

■
場
所
　
ホ
テ
ル
さ
つ
き
苑

■
相
談
料
　
無
料

■
対
象
者　

就
職
を
希
望
す
る
方
、

大
学
・
短
大
・
専
門
学
校
等
の
最
終

学
年
在
学
生
等

■
内
容
　
個
別
面
談
会
や
情
報
提
供

※
事
前
申
込
・
履
歴
書
不
要

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
鹿
児
島
県
社
会

福
祉
協
議
会
☎
0
9
9

－

2
5
8

－

7
8
8
8

Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン

予
防
接
種
定
期
化

　

10
月
よ
り
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
が

定
期
予
防
接
種
に
な
り
ま
す
。

■
対
象
者　

平
成
28
年
４
月
以
降
に

出
生
し
た
、
生
後
１
歳
に
至
る
ま
で

の
間
に
あ
る
者

■
接
種
回
数　

３
回

※
対
象
者
に
予
診
票
を
郵
送
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
保
健
課
健
康
増

進
係
☎
内
線
１
３
８
・
１
６
４

臨
時
福
祉
給
付
金
及
び

障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者

向
け
給
付
金

①
臨
時
福
祉
給
付
金
支
給
対
象
者

　

平
成
28
年
度
分
の
住
民
税
（
均
等

割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

※
課
税
者
の
税
法
上
の
扶
養
親
族
の

　

方
、
生
活
保
護
受
給
者
は
対
象
外

■
支
給
額
　
１
名
に
つ
き
３
千
円

②
障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け
給
付
金

　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
対
象
者

で
、
５
月
分
の
障
害
基
礎
年
金
・
遺

族
基
礎
年
金
受
給
者

■
支
給
額
　
１
名
に
つ
き
３
万
円

■
受
付
期
間
　
９
月
15
日
（
木
）
～

　
　
　
　
　
　

12
月
15
日
（
木
）

■
場
所
　
福
祉
課
地
域
福
祉
係

■
申
請
方
法
　
９
月
上
旬
に
対
象
者

と
思
わ
れ
る
方
へ
案
内
文
送
付

※
案
内
文
が
届
い
た
方
で
も
給
付
と

　

な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
案

　

内
文
が
届
い
て
い
な
い
方
で
も
、

　

対
象
と
思
わ
れ
る
場
合
は
ご
相
談

　

く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類

①
印
鑑
、
金
融
機
関
の
通
帳

②
公
的
身
分
証
明
書

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
福
祉
課
地
域
福

祉
係
☎
内
線
１
２
５

介
護
補
助
講
習

　

介
護
補
助
や
介
護
送
迎
運
転
手
へ

の
就
職
を
目
指
す
方
の
た
め
に
、
介

護
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
や
介
護

に
関
す
る
基
本
的
な
実
務
を
習
得
で

き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
開
催
　
10
月
３
日
（
月
）
～

　
　
　
　

10
月
13
日
（
木
）

■
受
講
料
　
無
料

■
対
象
者
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職

登
録
し
て
い
る
55
歳
以
上
の
方

■
定
員
　
20
名

■
申
込
期
限
　
９
月
16
日
（
金
）

■
受
付
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
土
日
祝
日
休
み

■
場
所

　

株
式
会
社
コ
コ
ペ
リ
介
護
ス
ク
ー
ル

■
申
込
方
法

　

仮
受
講
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
送
付

■
決
定
通
知

　

講
習
受
講
者
選
考
基
準
に
よ
り
受

講
者
の
決
定
を
行
い
ま
す
。
受
講
決

定
者
の
み
電
話
に
て
通
知
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
東
京
リ
ー
ガ
ル

マ
イ
ン
ド
シ
ニ
ア
ワ
ー
ク
プ
ロ
グ
ラ

ム
係
（
鹿
児
島
労
働
局
委
託
事
業
者
）

☎
0
9
9

－

2
1
4

－

2
1
4
0

平
成
27
年
度
情
報
公
開

制
度
及
び
個
人
情
報

保
護
制
度
の
運
用
状
況

の
公
表

■
情
報
公
開
制
度

①
開
示
請
求
件
数　

67
件

　

全
部
開
示　
　
　

54
件

　

部
分
開
示　
　
　

６
件

　

不
開
示　
　
　
　

７
件

②
不
服
申
立
等　
　

０
件

③
審
査
会　
　
　
　

１
回

■
個
人
情
報
保
護
制
度

　

開
示
請
求
件
数　

０
件

■
両
制
度
の
開
示
請
求　

市
役
所
２

階
の
総
務
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

電
話
や
口
頭
の
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
開
示
の
決
定　

原
則
、
請
求
書
を

受
け
付
け
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、

開
示
・
不
開
示
の
決
定
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

■
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

　

審
査
会
は
、
３
人
の
学
識
経
験
者

で
構
成
さ
れ
実
施
機
関
の
不
開
示
決

定
や
部
分
開
示
決
定
な
ど
に
、
請
求

者
か
ら
審
査
請
求
が
あ
っ
た
と
き
に
、

そ
の
決
定
が
適
当
か
ど
う
か
、
公
平

な
立
場
で
審
査
す
る
救
済
機
関
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
総
務
課
人
事
行

政
係
☎
内
線
２
２
４

生
涯
学
習
県
民
大
学
講
座

受
講
者
募
集

　

平
成
28
年
度
生
涯
学
習
県
民
大
学
講

座
が
垂
水
市
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
興
味

の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
講
座
名

①
家
庭
で
で
き
る
食
育
を
考
え
よ
う

②
複
合
運
動
と
し
て
の
ノ
ル
デ
ィ
ッ

　

ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
勧
め

※
両
講
座
同
時
に
受
講
で
き
ま
す
。

■
場
所

①
垂
水
市
市
民
館

②
猿
ヶ
城
渓
谷
遊
歩
道

（
雨
天
時
は
中
央
運
動
公
園
体
育
館
）

■
開
催
　
10
月
16
日
（
日
）

■
受
講
料
　
無
料

■
申
込
期
限
　
９
月
23
日
（
金
）

■
定
員
　
30
名
程
度

■
申
込
方
法

　

垂
水
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込

用
紙
を
取
得
し
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、
社
会
教
育
課
へ
持
参
す
る
か

郵
便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
又
は
直
接
お
電
話

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
込
用
紙
は
、
社
会
教
育
課
に
も

　

設
置
し
て
お
り
ま
す
。

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
：
社
会
教

育
課
社
会
教
育
係
☎
32

－

0
2
2
4

Ｆ
Ａ
Ｘ
32

－

1
5
2
5

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

対
象
年
齢
拡
大

　

低
所
得
、
失
業
等
に
よ
り
国
民
年

金
保
険
料
納
付
が
困
難
な
場
合
、
納
付

猶
予
制
度
・
免
除
制
度
等
が
あ
り
ま
す
。

■
納
付
猶
予
制
度

　

世
帯
主
の
所
得
に
関
わ
ら
ず
免
除

で
き
る
制
度
で
す
。
平
成
28
年
７
月

１
日
か
ら
30
歳
未
満
を
対
象
と
し
た

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
の
対
象
年
齢

が
50
歳
未
満
に
拡
大
し
ま
し
た
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
市
民
課
市
民
係

☎
32

－

1
1
1
1
☎
内
線
１
６
３

さ
つ
ま
屋
友
の
会
会
員

還
付
手
続
き

　

割
賦
販
売
法
に
基
づ
く
許
可
事
業

者
さ
つ
ま
屋
産
業
株
式
会
社
が
平
成

28
年
７
月
27
日
、
友
の
会
の
営
業
廃

止
を
届
け
出
ま
し
た
。
九
州
経
済
産

業
局
で
は
、
さ
つ
ま
屋
友
の
会
会
員

の
皆
様
に
保
全
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
前
受
金
を
配
分
し
ま
す
。
友
の

会
会
員
証
な
ど
、
権
利
を
証
す
る
も

の
を
保
管
し
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
九
州
経
済
産
業

局
産
業
部
消
費
経
済
課
☎
0
9
2

－

4
8
2

－

5
5
6
1

垂
水
市
空
き
家
バ
ン
ク

移
住
促
進
事
業
補
助
金

　

垂
水
市
へ
移
住
さ
れ
る
方
で
、
垂

水
市
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
て

い
る
賃
貸
物
件
へ
入
居
さ
れ
る
方
に
、

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

■
対
象
者（
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
）

①
平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
に
本
市

　

に
住
民
登
録
し
、
６
か
月
経
過
し

　

て
い
な
い
方

②
空
き
家
バ
ン
ク
賃
貸
物
件
に
新
た

　

に
入
居
さ
れ
た
方

③
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

■
対
象
住
宅

　

空
き
家
バ
ン
ク
登
録
物
件
で
家
賃

が
月
３
万
円
以
上
の
賃
貸
物
件

■
補
助
金
額

①
月
額
１
万
５
千
円
（
０
歳
～
中
学

　

校
卒
業
ま
で
の
子
ど
も
が
２
人
以
上
）

②
月
額
１
万
円
（
０
歳
～
中
学
校
卒

　

業
ま
で
の
子
ど
も
が
１
人
）

③
月
額
５
千
円
（
①
・
②
以
外
）

■
補
助
期
間

　

申
請
月
よ
り
３
年
間
（
36
か
月
）

■
申
請
書
類

　

申
請
書
、
賃
貸
借
契
約
書
写
し
、

納
税
義
務
者
の
市
税
納
税
証
明
書

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
企
画
政
策
課
地

域
振
興
係
☎
内
線
２
４
６
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